
 

 

①利用者の基本的人権を保障し、 

主体性を尊重した自己実現の支援を図る。 
 ・利用者を独立した人格として尊重し、人権の擁護に最大限努める 

 ・利用者が主体的に自己実現を図れるよう、できる限り支援する 

 

②多様な障害や課題を持つ 

利用者のニーズに応じたサービスを提供する。 
 ・利用者個々の生活の困難さに対応したサービスを提供する 

 ・ノーマライゼーションの考え方を踏まえ 

「ともに生きる」ための生活環境を構築する 

 

③地域の社会資源におけるネットワークを構築し、 

地域に根ざした施設を目指す。 
 ・他法、他機関を含めた地域の社会資源とのネットワークを活用し、 

利用者のニーズに応じた支援を提供する 

 ・救護施設自身が地域の社会資源として機能することをめざす 

 

 

地域における福祉の拠点として 

生活困窮者支援のための 

取り組みを行う施設です 

社会福祉法人国見会 

救護施設 東山荘 

私たちは、時代の要請に 

柔軟に応えられる福祉施設を

目指しています 
 

 日常生活を、豊かで健康に、そして自分らしく送りたい 

というのは、誰もが願うことです。 

 利用者のニーズを受けとめたサービス提供、一人ひとりの 

人権や主体性を尊重した生活支援、そして時代の要請に柔軟

に応えうる救護施設をめざし地域社会に貢献していきます。 
 

 私たちは、平成25年4月に「救護施設が取り組む生活困

窮者支援の行動指針」を作成し、その自立支援に向けた

様々な取り組みを計画的に広げ、推し進めています。 

実践的目標 

社会福祉法人国見会 

救護施設東山荘 
〒981-0943 宮城県仙台

市青葉区国見6丁目39-1 
TEL:022-233-0207  

FAX:022-233-1726 

http://kunimikai.or.jp/ 

４ 
①救護施設居宅生活訓練事業 
 施設を退所して居宅生活に移ることを希望される利

用者を対象に、アパート等を利用し社会生活力を習得

するための訓練を行っています。 

 

②保護施設通所事業 
 退所者の居宅生活を支援するため、通所または施設

職員の訪問により、生活全般の相談・支援を行う事業

を行なっています。 

 

③一時入所 
 居宅で生活する人が一時的に精神状態が不安定に

なった場合などに、精神状態の安定を図るために、短

期間救護施設を利用したり、DV被害者等の保護等の

ため緊急一時保護を行っています。 

 

④移行促進 
 救護施設は、利用者の地域での自立生活をめざし、

循環型セーフティネット施設として機能するために、

利用者の地域や他種別施設等への移行促進を図ってい

ます。 

 

⑤交流事業 
 救護施設の機能を活かし、地域における福祉の拠点

となるために、ボランティアの受け入れをはじめ、社

会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、教員などを

志す学生の実習受け入れ、地域住民との交流事業、社

会福祉協議会と連携した地域福祉活動などにも取り組

んでいます。 

 

⑥地域への開放 
 地域の生活困窮者等を対象とした相談活動、介護教

室、集会室等のスペース提供、福祉機器等の貸し出し

サービスなど、各施設が工夫して様々なサービスを

行っています。 

 
日常生活が困難な方の 

力になる 

救護施設
き ゅ う ご し せ つ

 

 公式X(旧twitter） 
 https://twitter.com/touzansou6391 

 

 

 定期的に空き状況等を発信して  

います。 

 



１ 生活保護制度にかかわる 

長い伝統と幅広い支援の 

ノウハウを持つ施設です 

 救護施設は、国民は健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する、とうたう

憲法第25条の理念を受け、昭和25年に制

定された生活保護法の第38条第2項に規

定された施設です。利用者を地域の住民と

して尊重し、意向にそった自立支援を行

い、その人らしい豊かな生活の実現に最大

限努めることを目的としています。施設の

利用条件は生活保護の受給者（18歳以

上）であるという点が特徴のひとつです。 

 

 救護施設は、身体や精神に障害があった

り、何らかの生活上の問題のため日常生活

を営むことが困難な方が入所し、健康で安

心して生活しつつ、自立をめざす支援をす

る施設です。 

 

 救護施設の利用には、障害種別による利

用制限はありません。支援を必要としてい

る方を幅広く受け入れる救護施設は、 

“地域におけるセーフティネット” 
として、命と生活そのものを支える存在と

なっています。 

 
※救護施設は全国には約18８か所あり、各都道府県に一

か所以上設置されています。 

２ 日常生活が困難な方の 

衣食等を満たす自立支援の

ための施設です 
３ 利用者にとって 

最適な自己実現が図られる

よう支援する施設です 
 救護施設は健康で安心して日常生活をおくる場となっています。一

人ひとりの抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生をおく

ることができるよう各施設は工夫して、以下のような支援をしていま

す。 

日常生活支援 健康管理、相談援助 

介護支援（必要に応じ）など 

リハビリテーションプログラム 身体機能回復訓練、日常生活動作 

生活習慣等の訓練など 

自己実現の支援等 就労支援、作業活動、趣味・学習活動など 

地域生活の支援 
 

保護通所事業、居宅生活訓練事業 

グループホームの運営、配食サービス、 

地域の生活困窮者への相談事業など 

※他事業所のサービスを含む 

 救護施設の入所は、原則として居住地を管轄する福祉事務所に対し

て、本人か、またはその扶養義務者等が申請して、実施行政機関によ

る「措置」として入所が決まります。 

 職員は、施設長、事務員、生活指導員、生活支援員、栄養士、看護

師、嘱託医（内科・精神科）・厨房（委託業者）で構成され、入所定

員に応じてその職員数の基準が定められています。 

重複障害の 

ある人 

アルコール依

存症の人 
病弱の人 

矯正施設を 

退所された人 

聴覚障害の 

ある人 

肢体不自由の人 

視覚障害のある人 

路上生活の人 

精神障害の 

ある人 

DV被害者の人 

知的障害の 

ある人 

多重債務が 

ある人 

利用者の状況 

 救護施設は、利用者一人ひとりの抱える問題を受けとめて解決を

図るとともに、生活や利用者自身のことをともに考え、誰もがその

人らしく生きがいを持てるよう支援します。 

 サービスの提供にあたっては、利用者の希望・要望も聞きながら

利用者と支援者が一緒になって「個別支援計画」を策定し、支援を

行っています。このことによって利用者にとって最適な自己実現が

図られるよう、自立に向けた支援をします。 

 

救護施設 

東山荘の１日 
6:30 

7:00 

9:00 

11:00 
13:00 

17:00 

18:00 

22:00 

就寝 
起床 

洗面 

朝食・検温 

朝礼 

日課・作業 

通院・外出 

入浴 

昼食 

日課・作業 

通院・外出 

入浴 

夕食 

余暇時間 

■日課…ラジオ体操・散歩・運動など 

■その他…レクリエーション、季節や時期に合わせた行事など 

※各利用者の障害やニーズをもとに個別でプログラムを組んでの 

 支援も行っています。 

利用者による地域貢献活動 

（地域の除雪作業） 
居室（和室） 

■年齢 

60～69歳 

35％ 

40～49歳 

10％ 

50～59歳 

24％ 

20～39歳 

6％ 
80歳以上 

1％ 

■障害状況 

重複障害 

21,7％ 

精神障害 

67,9％ 

身体障害 

4,3％ 
知的障害 

3,1％ 

その他 

3％ 

■性別割合 男性：76％ 女性：24％ 

70～79歳 

24％ 


